
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料編） 
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■上位計画・関連計画等一覧 

区分 計画名 策定主体 策定年次 

 
  

上 

位 

計 

画 

ひょうごビジョン 2050 兵庫県 2022 年（令和 4 年）3 月 

中播磨地域ビジョン 2050 
兵庫県 

（中播磨県民局） 
2022 年（令和 4 年）3 月 

兵庫県県土利用計画 

（第六次国土利用計画（兵庫県計

画）・土地利用基本計画） 

兵庫県 2026 年(令和 8 年)3 月（予定） 

第 3 期兵庫県地域創生戦略 

(2025～2029) 
兵庫県 2025 年(令和 7 年)3 月 

播磨西部地域都市計画区域 

マスタープラン 
兵庫県 2026 年(令和 8 年)４月（予定） 

まちづくり基本条例とまちづくり 

基本方針 
兵庫県 2022 年（令和 4 年）3 月 

ひょうご都市計画基本方針 兵庫県 2025 年(令和 7 年)6 月 

福崎町第 6 次総合計画 福崎町 2024 年（令和 6 年）3 月 

 
  

関 

連 

計 

画 

中播磨圏の立地適正化の方針 
播磨圏域鉄道沿線 

まちづくり協議会 
2018 年(平成 30 年）3 月 

中播磨圏域鉄道沿線まちづくり計画 
播磨圏域鉄道沿線 

まちづくり協議会 
2018 年（平成 30 年）3 月 

福崎町総合戦略（第３期） 福崎町 2025 年（令和 7 年）6 月 

福崎町土地利用基本計画 

（第 6 次改定版） 
福崎町 2026 年（令和 8 年）2 月改定 

福崎町立地適正化計画 福崎町 2017 年（平成 29 年）3 月 

福崎町地域公共交通計画 福崎町 2024 年（令和 6 年）3 月 

福崎町公共施設等総合管理計画 福崎町 2024 年（令和 6 年）3 月改訂 

福崎町学校施設等長寿命化計画 福崎町 2024 年（令和 6 年）11 月改訂 

福崎町公営住宅等長寿命化計画 福崎町 2023 年（令和 5 年）3 月改訂 

福崎町橋梁個別施設計画 福崎町 2024 年（令和 6 年）12 月改訂 

福崎町水道事業ビジョン・経営戦略 福崎町 2024 年（令和 6 年）3 月改訂 

福崎町工業用水道事業経営戦略 福崎町 2024 年（令和 6 年）3 月改訂 

福崎町下水道事業経営戦略 福崎町 2022 年（令和 4 年）3 月改訂 

福崎町公共下水道ストックマネジ

メント計画実施方針(第２期) 
福崎町 2025 年（令和 7 年）3 月 

福崎町空家等対策計画 福崎町 2024 年（令和 6 年）3 月 

 



 

- 111 - 

 上位計画・関連計画 等 

1-1. 上位計画 

(1) ひょうごビジョン 2050 

策定主体と策定年次  兵庫県 2022 年（令和 4 年）3 月 

展望年次 

2050 年（令和 32 年）頃（一世代後の 30 年先） 

2050 年の兵庫の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な性格 

・県民が共にめざす姿を描くビジョン 

・県民が主役になり、地域から取り組むビジョン 

・変化を生み出し、成長するビジョン 

基本姿勢 

「開放性」を意識して４つの基本姿勢 

・大きな連携の輪をつくる 

・試行錯誤のプロセスを楽しむ 

・地球規模で考え、足元から行動する 

・バーチャルを使いこなし、リアルを大切にする 

動かす仕組みづくり 

・各分野計画との接続強化 

地域創生戦略をはじめ各分野計画を実行プログラムと位置づけ 

先導プロジェクトの推進 

全県ビジョン実現に向けた重点プロジェクトを推進 

地域ビジョン実現に向けたプロジェクトを企画・協議する場を各地に設置 

・県民の対話と学びの場づくり 

県民が地域の未来を語り合い、考える場づくりを各地に展開 
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ビジョンの構造 

県全体の骨太な将来像を提示する全県ビジョンと一体的に、９つの地域ごとの将来像と

行動目標を示す地域ビジョンを同時に策定した二層構造のビジョン 
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(2) 中播磨地域ビジョン 2050 

策定主体と策定年次  兵庫県（中播磨県民局）、中播磨地域ビジョン委員会 

2022 年（令和 4 年）3 月 

展望年次 

2050 年（令和 32 年）頃（一世代後の 30 年先） 

基本姿勢 

多様な地域に、個性（ひと）が輝く中播磨 

将来像と行動目標 
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(3) 兵庫県県土利用計画（第六次国土利用計画（兵庫県計画）・土地利用基本計画） 

策定主体と策定年次  兵庫県 2026 年（令和 8 年）3 月 

計画期間 

2026 年（令和 8 年）～2033 年（令和 15 年） 

計画内容 

【国土利用計画】 

１ 県土利用に関する基本構想 

２ 県土の利用区分ごとの規模の目標及び地域別の概要 

３ ２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 
 

【土地利用基本計画】 

４ 土地利用の基本方向（１に同じ） 

５ 土地利用の原則 

６ 五地域区分の重複する地域における土地利用の調整指導方針 

７ 五地域区分を定めた地形図 



 

- 115 - 

(4) 第 3 期兵庫県地域創生戦略（2025～2029） 

策定主体と策定年次  兵庫県 2025 年（令和 7 年）3 月 

目標年次 

2029 年度（令和 11 年度） 

基本理念 

五国の多様性を活かし、一人ひとりが望む働き方や質の高い暮らしが実現できる地域へ 

～地域や人をつなぐ「縁」を生み出し、共創の取組を五国に拡げる～ 

３つの柱と８つの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別における取組方針（中播磨） 

多様な地域に、個性（ひと）が輝く中播磨 

・姫路城や銀の馬車道･鉱石道の魅力発信や、姫路港国際物流ターミナル整備等による賑

わいの創出 

・高齢者等の地域活動団体への支援推進 

・森林･農地の多面的機能の維持･保全 
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(5) 播磨西部地域都市計画区域マスタープラン 

策定主体と公表年次  兵庫県 2026 年（令和 8 年）4 月 

目標年次 

2030 年（令和 12 年） 

目指すべき都市構造 

・姫路市中心部の広域拠点において都市機能の充実・強化を図り、県西部の活性化を

牽引 

・交通ネットワークによる拠点間の連携強化により、広域で都市機能の確保 

都市づくりの重点テーマ 

・広域都市機能の分担・連携 

・広域的な滞在型観光の促進 

・伝統と次世代の産業の推進 

・集落の地域コミュニティ維持 

都市づくりに関する方針 

 
（１）土地利用 

に関する方針 

【区域区分を定める都市計画区域】 

● 姫路駅周辺等では中高層を中心とした住宅の誘導 

● 多様な暮らし方や働き方等に必要な都市機能の充実 

● 臨海部の工業集積地や内陸部のＩＣ周辺等での産業拠点の形成 

・大規模集客施設の適正立地／市街化調整区域での地区計画等の活用 

【区域区分を定めない都市計画区域】 

● 一定の開発需要を有する地域においては、用途地域等により規制・誘導 

・田園風景を保全し、自然環境と調和した土地利用 

（2）都市施設 

に関する方針 

● 中国自動車道、山陽自動車道、播但連絡道路等や播磨臨海地域道路等の早期

事業化による地域内外の連携強化 

● 駅前広場の整備、駅周辺への都市機能の配置、二次交通の充実等による公共交

通利用の創出 

・文化財を生かした公園整備／治水・利水、生態系、景観等に配慮した河川整備 

（３）市街地整備 

に関する方針 

● 民間投資を適切に誘導し、地域の課題に応じた市街地の整備・改善 

● ＪＲ東姫路駅周辺、ＪＲ英賀保駅周辺等の利便性の高い市街地に残る低未利用

地の土地利用を促進 

（４）防災 

に関する方針 

● 緊急輸送道路の整備や橋梁の耐震化等による緊急輸送体制の確保 

● 建築物の耐震化・不燃化、上下水道等のライフラインの耐震化を推進 

・総合治水条例に基づく治水対策／災害レッドゾーンにおける市街化の抑制 

（５）環境共生 

に関する方針 

● コンパクトな都市構造、物流のモーダルシフト、カーボンニュートラルポートなど

脱炭素化の推進 

● 「農」と調査した計画的な土地利用を誘導、森林資源の活用 

（６）景観形成 

に関する方針 

● 姫路、熊野、赤穂等の城下町、室津、坂越等の港町、平福等の宿場町のまちなみ

を保全・活用 

● 西播磨海岸の広域景観の形成、佐用郡の星空景観を保全 

（７）地域の活性化 

に関する方針 

● 姫路城や三木家住宅等の日本遺産の構成文化財等を生かした広域的な滞在型

観光を促進 

● 歴史遺産や自然景観など地域資源を生かした交流の促進 
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都市構造 
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(6) まちづくり基本条例とまちづくり基本方針 

策定主体と策定年次  兵庫県 2022 年（令和 4 年）年３月 

展望年次 

2050 年（令和 32 年）を展望 

基本コンセプト 

すべての人が自分らしく輝ける「住みたい」「訪れたい」ひょうご 

重要テーマ 

①安全・安心 

・防災・減災のまちづくり、都市の強靭化 

・安心して暮らせるユニバーサルなまちづくり 

②魅力・挑戦 

・個性を磨き、地域の魅力を高めるまちづくり 

・新たな価値を生むコミュニティビジネスやスタートアップへの挑戦 

③持続・循環 

・住民主体の持続可能な地域経営 

・カーボンニュートラル、スマートシティの形成 

・自然環境や生物多様性の保全 

めざす将来像 

・多自然地域の集落：多様なつながりがつくる新たな「ふるさと」 

・地方都市：個性きわだち誇りある「地域の核」 

・郊外住宅地：多様な主体が住みごたえを高めあう「まち」 

・都市中心部：世界へ広がる交流「都市」 

各地域の関係性 
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(7) ひょうご都市計画基本方針 

策定主体と策定年次  兵庫県 202５年（令和７年）年６月 

展望年次 

今後 10 年間（2034 年（令和 16 年）） 

役割と位置づけ 

・基本的には「ひょうごビジョン 2050」「まちづくりの基本方針」に即す 

・ひょうご都市計画基本方針に即して、都市計画区域マスタープラン（区域マス）、市町都市

計画マスタープラン（市町マス）、立地適正化計画を策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
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目指すべき都市づくりの方向性 

Ⅰ 持続可能な魅力と活力あふれる都市づくり 

1. 地域連携型都市構造の実現 

2. 魅力ある多様な拠点の形成 

3. 兵庫の成長を支える産業立地の推進 

4. 民間投資の積極的誘導 

5. 新技術を活かしたまちづくりの推進 

6. 地域の個性と魅力を活かした交流まちづくりの推進 

Ⅱ 誰もが安全・安心に暮らせる都市づくり 

1. 都市における防災・減災力の向上 

2. 子ども・子育てにやさしい都市づくりの推進 

3. ユニバーサル社会づくりの推進 

Ⅲ 環境と共生する都市づくり 

1. 脱炭素型の都市づくりへの転換 

2. グリーンインフラの活用の推進 

3. 森林の保全・整備 

4. 「農」の保全と土地利用との相互調和 

Ⅳ 連携と共創 

1. 県・市町間の連携強化 

2. 県民・企業など多様な主体との共創 

地域連携型都市構造のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 121 - 

(8) 福崎町第 6 次総合計画 

策定主体と策定年次  福崎町 2024 年（令和 6 年）３月 

計画期間 

基本構想：2024 年度（令和 6 年度）から 2033 年度（令和 15 年度）までの 10 年間 

基本計画：2024 年度（令和 6 年度）から 2033 年度（令和 15 年度）までの 10 年間 

     （前期５年間、後期５年間） 

基本理念 

さらに住みつづけたいまちをめざし、一人ひとりを大切にし、福崎町自治基本条例をふ

まえた参画と協働により、調和のとれたまちづくりを積極的に推進する 

将来像 

活力にあふれ 風格のある 住みよいまち 

  住んで、学んで、働いて 未来につながる福崎   

基本目標 

基本目標１：ともに進める持続可能なまちづくり 

基本目標２：学びを充実し文化を育むまちづくり 

基本目標３：誰もが健やかに暮らせるまちづくり 

基本目標４：地域の特性をいかした活力と魅力のあるまちづくり 

基本目標５：誰もが安全で快適に暮らせるまちづくり 

数値目標 

将来目標人口  2033 年（令和 15 年） 18,500 人 

土地利用 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 123 - 

1-2. 関連計画 等 

(1) 中播磨圏の立地適正化の方針 

策定主体と策定年次  播磨圏域鉄道沿線まちづくり協議会（姫路市、たつの市、太子町、

福崎町、西日本旅客鉄道株式会社、山陽電気鉄道株式会社、神姫

バス株式会社）2018 年（平成 30 年）３月 

計画期間 

2017 年度（平成 29 年度）～2040 年度（令和 22 年度） 

目指す都市像 

活力あふれる持続可能な地域連携型都市圏 中播磨 

基本的考え方 

産業、医療・福祉、商業等の諸機能において役割分担し、相互に連携することにより各地

域が活力を持って自立できる都市形成を目指す 

都市機能におけるサービスごとの利用圏人口を勘案しながら、隣接する都市間で特色を

活かして機能を分担し、それらを交通ネットワークで結び連携させ、地域全体で多様な都市

機能を確保します。また、人・もの・資本・情報等を活発に還流させ新たな交流を生み出す

ことにより、地域の賑わい創出を図る 

都市機能の役割分担 

広域都市機能集積地区：姫路市（姫路駅周辺） 

地域都市機能集積地区：姫路市（飾磨駅、野里駅、網干駅、山陽網干駅、広畑駅、夢前川

駅、はりま勝原駅 等）、たつの市（本竜野駅・市役所周辺、播磨新宮駅、龍野駅）、太子町

（役場周辺）、福崎町（福崎駅、役場周辺） 

都市機能集積地区と広域連携のイメージ 

 



 

- 124 - 

(2) 中播磨圏域鉄道沿線まちづくり計画 

策定主体と策定年次  播磨圏域鉄道沿線まちづくり協議会（姫路市、たつの市、太子町、

福崎町、西日本旅客鉄道株式会社、山陽電気鉄道株式会社、神姫

バス株式会社） 20１８年（平成 30 年）３月 

計画期間 

 2017 年度（平成 29 年度）～2040 年度（令和 22 年度） 

計画目標 

 中播磨圏域における各市町において、立地適正化計画の策定に取り組んでおり、持続可能

な都市構造への転換に向けたまちづくりを推進していることを背景に、複数の地方公共団

体と公共交通事業者で構成する「播磨圏域鉄道沿線まちづくり協議会」を設立し、広域的

な地域の活性化と効率的な施設配置を図り、中播磨圏域の持続可能な都市圏形成を目指

す 

計画概要 
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(3) 福崎町総合戦略（第３期） 

策定主体と策定年次  福崎町 2025 年（令和 7 年）6 月 

計画期間 

2025 年度（令和７年度）から 2029 年度（令和 11 年度） 

策定目的 

国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」と「福崎町第６次総合計画」を踏まえて、令

和６（2024）年度に計画期間が終了する「福崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略【第 2

期】」を改定し、「福崎町総合戦略【第 3 期】」を策定するもの 

全体ビジョン 

第 6 次総合計画で掲げる基本理念と将来像の達成をめざす 

基本目標と施策の体系 
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(4) 福崎町土地利用基本計画（第 6 次改定版） 

策定主体と策定年次  福崎町 2026 年（令和 8 年）2 月改定 

計画期間 

2005 年度（平成 17 年度）～ 

※第 6 次福崎町総合計画（令和６年３月策定）の土地利用の概念を踏まえて改定 

基本的考え方 

市街化調整区域の総合的な土地利用の方針として土地利用基本計画を平成 17 年度（平

成 18 年 3 月）に策定した。その計画を現在の土地利用等の地域動向や社会経済動向等に

基づいてデータ等を刷新し、第 6 次改定版として策定 

土地利用基本計画図 
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土砂災害特別警戒区域等の指定位置図 
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(5) 福崎町立地適正化計画 

策定主体と策定年次  福崎町 2017 年（平成 29 年）３月 

目標年次 

2040 年（令和 32 年） 

基本方針 

都市機能誘導区域・居住誘導区域を、町民の生活を守り続ける「生活の拠り所」として設定

するとともに、歴史・文化資源を「観光・交流の拠り所」として設定 

都市機能誘導区域と居住誘導区域 
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将来人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 
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(6) 福崎町地域公共交通計画 

策定主体と策定年次  福崎町 2024 年（令和 6 年）３月 

計画期間 

2024 年度（令和６年度）から 2028 年度（令和 10 年度） 

基本理念 

一人ひとりが活動しやすく 誰もが住みよいまち・福崎 

基本方針 

基本方針 1：町外との連携による交流人口の増加 

基本方針 2：町内における移動利便性の向上 

基本方針 3：“まちの玄関口”の活性化 

基本方針 4：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

数値目標（計画全体に係る目標） 

 

 

 

 

 

 

目指す公共交通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 現状値 
目標値 

（2028 年度） 

１か月に１回以上 
公共交通を利用する人の割合※1 

10.9％ 
［2022（R4）年度］ 

15.0％ 

バス利用者１人当たりの行政補助額※2 
950 円/人 
［2022（R4）年］ 

950 円/人未満 

バス交通収支率※3 
7.1％ 

［2022（R4）年］ 
7.1％以上 
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(7) 福崎町公共施設等総合管理計画 

策定主体と策定年次  福崎町 2017 年（平成 29 年）策定（2024 年（令和 6 年）改定） 

計画期間 

2017 年度（平成 29 年度）～2046 年度（令和 28 年度） 

目的 

公共施設の全体像と施設類型別の保有状況、個別施設の管理運営費・耐震化の状況など

を明らかにすることを通じて、町民や議会、関係団体との間で公共施設に関する問題意識

を共有し、今後の施設の在り方の検討を行うための基礎資料として活用する 

用途別・地区別施設量 
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(8) 福崎町学校施設等長寿命化計画 

策定主体と策定年次 福崎町 2019 年（平成 31 年）３月策定（2024 年（令和 6 年）11 月改定） 

計画期間 

2019 年度（令和元年度）～2048 年度（令和 30 年度）  ※概ね５年毎に見直し 

目的 

学校施設等の状況や将来的な需要見通しを踏まえ、各学校の在り方を考慮したうえで、効

率的・効果的な学校別・施設別の事業方法を選定するとともに、長寿命化のための事業計

画を定めるもので、予防保全的な維持管理、計画的な修繕や改善等を通じてライフコスト

サイクルの縮減を図り、中長期的な視点から財政負担を軽減・平準化を図る 

学校施設の目指すべき方向性 

１．安全・安心な学校施設 

２．教育環境の質的向上（快適性・環境への適応性・学習活動への適応性） 

３．地域の拠点化 

４．計画的・効率的な施設改修 

対象施設 
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(9) 福崎町公営住宅等長寿命化計画 

策定主体と策定年次  福崎町 2014 年（平成 26 年）6 月策定（2023 年（令和 5 年）3 月改定） 

計画期間 

2022 年度（令和 4 年度）～2031 年度（令和 13 年度） 

基本的考え方 

・建替えは行わず、田尻団地、塚本団地、駅前団地については長寿命化改善事業を行い、建

築後 70 年間の使用を目標 

・それ以外の団地は用途廃止を行い、入居者の退去後に除却 

基本方針 

(1)住宅ストック点検の実施 

(2)長寿命化の推進・ライフサイクルコストの縮減 

(3)適切な維持管理の実施 

施設の概要 
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(10) 福崎町橋梁個別施設計画 

策定主体と策定年次 福崎町 2024 年（令和 6 年）３月策定（2024 年（令和 6 年）12 月改定） 

計画期間 

100 年間の予算シミュレーションを実施し、そのうちの 10 年間 

目的 

福崎町が管理する橋長 2m 以上の橋梁が、現在 209 橋ある中で、今後増大が見込まれる

橋梁の修繕・架け替えに対応するため、計画的な補修が可能となる適切な予算計画を行

い、安全性の確保とコストの縮減を図る 

基本理念 

安全で快適に使い続けられる橋梁を目指して 

～ 継続的な点検と適切な維持管理による安全な橋梁確保への取組み ～ 

戦略（具体の進め方） 

①橋梁点検の実施 

②速やかな緊急対策の実施 

③計画的な補修対策の実施 

④データベース整備による施設管理データの有効活用 

⑤長寿命化修繕計画の見直し 

⑥新たな知見を踏まえた継続的な改善 
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(11) 福崎町水道事業ビジョン・経営戦略 

策定主体と策定年次 福崎町 2019 年（令和元年）5 月策定（2024 年（令和 6 年）3 月改定） 

計画期間 

2019 年度（令和元年度）～2028 年度（令和 10 年度） 

位置づけ 

本町の社会情勢や地域特性を踏まえ、水道事業の現状を適切に分析・評価したうえで、安全・

強靭・持続的な水道事業の経営を実現するためのマスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

未来へつなごう、安全・安心なふくさきの水道 

施策目標 

「安全」：安全で良質な水の供給 

「強靭」：災害に強い水道の実現 

「持続」：安定した水道事業の運営 
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(12) 福崎町工業用水道事業経営戦略 

策定主体と策定年次 福崎町 2019 年（平成 31 年）３月策定（2024 年（令和 6 年）3 月改定） 

計画期間 

2019 年度（令和元年度）～2028 年度（令和 10 年度） 

経営の基本方針 

日本の工業用水道事業は、地盤沈下対策や地域経済の活性化を図るための産業基盤施設

として経済の発展に大きく貢献してきた。しかし、近年の工業用水道事業では、産業構造の変

化に伴う企業の撤退や節水型機器の普及等を背景とした料金収入の減少、高度成長期に整

備した施設や管路の老朽化に伴う大量更新、耐震化や施設規模の適正化、技術の継承等多く

の課題を抱えている。 

 

【経営の基本方針】 

工業用水を安定的に供給することで、水道利用者（企業）の経済活動を支え、地域経済の

発展に寄与する。 

《水の安定供給と災害に強い水道の構築》 

・アセットマネジメントに基づいた効率的な施設更新整備を進めることで工業用水道の安

定供給を図る。 

・災害に工業用水道（施設の耐震化・緊急時対応の強化）を構築する。 

《経営基盤の強化》 

・工業用水道事業を持続的に経営していくために、適宜料金水準の適正化を検討する。 

・関係機関と連携した企業誘致のほか、整備済み管路周辺の企業へ工業用水道の利用促

進を啓発する。 

・国庫補助金の採択に向けた各種検討を継続する。 

事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

- 137 - 

(13) 福崎町下水道事業経営戦略 

策定主体と策定年次 福崎町 2017 年（平成 29 年）３月策定（2022 年（令和４年）3 月改定） 

計画期間 

2022 年度（令和 4 年度）～2031 年度（令和 13 年度） 

経営の基本方針と行動計画 

１．経営基盤の強化 

接続率の向上と下水道使用料の適正化を目指す 

・適正な使用料収入を確保し、安定した財政運営と事業の効率化に努め、下水道事業会計

の健全化を図る 

・汚水処理施設や下水道管渠の適正な維持管理 

・汚水処理施設に流入する不明水の原因究明に努め、不明水対策を検討 

・下水道や環境保全に関する意識の高揚を図り、早期接続を推進 

 

２．投資の合理化 

広域化・共同化（統廃合）の取組促進や下水道ストックマネジメントによる事業の効率化 

・下水道ストックマネジメント計画を随時見直し、持続可能な施設運営に努める 

・老朽化が進む農業集落排水施設（全 6 処理区）については、スケールメリットが見込まれ

ることから改築更新を必要最小限に留め、令和 7 年度から公共下水道への統合を目指す 

・福崎浄化センター水処理施設の増設の必要性を検討 

・川すそ雨水幹線早期完成に取り組むとともに、住宅密集地の直谷第 2 雨水幹線を整備 

投資･財政計画策定の基本方針 

(1) 投資計画策定の基本方針 

・広域化･共同化 

農業集落排水（全 6 処理区）を公共下水道へ統合し、効率的な施設運営を行う。 

・計画的な改築更新 

下水道ストックマネジメント計画に沿って、改築更新を実施する。 

 

(2) 財政計画策定の基本方針 

・資金残高の確保 

将来においても安定的に下水道サービスを提供するためには、資金残高の確保が必要

となる。 

・基準外繰入金の削減を目指した経営 

下水道事業は公営企業であるため、事業に伴う収入によって汚水処理に係る経費を賄

い、自立性をもって事業を継続していく必要がある。このようなことから、一般会計繰入

金（基準外繰入金）に極力依存しない健全な経営を目指す。 

・下水道使用料の適正化  

本町は、公共下水道処理区域と農業集落排水処理区域の使用者でそれぞれ異なった使

用料体系となっており、今後、統廃合を実施する方針であることを踏まえ、使用料体系

の統一を目指す。 
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財政指標 

 

経費回収率向上に向けたロードマップ 

 

効率化･経営健全化の取組 

○ 投資の効率化 

・計画の見直し 

・施設の合理化 

・民間のノウハウ等の活用 

○ 組織･人員の適正化 

・技術やノウハウの継承 

・職員のモチベーションの維持向上 

・下水道サービスの維持向上に向けた組織体制の構築 

○ 広報戦略 

・広報･広聴活動の充実 

・下水道情報の見える化 

・住民サービスの充実 

   



 

- 139 - 

(14) 福崎町公共下水道ストックマネジメント計画実施方針 

策定主体と策定年次  福崎町 第 1 期：2020 年（令和 2 年）３月策定、第 2 期：2025 年（令和 7 年）3 月策定 

計画期間 

2025 年度（令和７年度）～20２９年度（令和１１年度） 

第２期ストックマネジメント計画の策定目的 

第 1 期ストックマネジメント計画で改築した資産と新たに不具合が発生した資産を収集・整

理し、新たに優先順位付けを行ったうえで、施設の修繕・改築計画を策定し、施設全体を対象

とした施設管理を最適化することを目的に策定した。 

リスク評価の考え方 

 

 

 

 

 

 

施設管理目標 
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点検・調査計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検・調査計画の実施計画 
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修繕・改築計画のフロー 
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(15) 福崎町空家等対策計画 

策定主体と策定年次  福崎町 2024 年（令和６年）３月策定 

計画期間 

2024 年度（令和６年度）～20２8 年度（令和 10 年度） 

計画策定の背景及び目的 

町内における空家等の利活用の促進や地域住民の生活環境を保全するため、これまでの施

策を検証し、最新の社会潮流や地域を取り巻く状況の変化に対応すべく策定 

空家等対策の基本的な考え方と方針 

○ 空家等対策の基本的な考え方 

空き家等について適正管理と利活用の促進により管理不全な空家化の予防に努めるとと

もに、特定空家等が地域にもたらしている悪影響等の解消に努め、地域住民や通行人の安全

確保と生活環境の保全を図る。 

○ 空家等対策の法制度 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、除却等のさらなる促進、有効活用や適切な管

理を総合的に強化するために改正された。それに呼応し「民法」や「不動産登記法」の一部が創

設・改正されるなど、一層の空家等対策を強化する方向になっている。 

○ 空家等対策の方針 

方針１ 空き家の発生抑制 

方針２ 適正管理による管理不全な空き家化の予防 

方針３ 空き家の流通・利活用の促進 

方針４ 特定空家等がもたらす地域への悪影響の解消 

空家等対策の施策 

○ 『空き家の発生抑制』に向けた施策 

・空き家等に関する住民啓発 

・専門家と連携した相続対策の推進 

・住宅ストックの良質化支援 

・空き家の発生を抑制するための税制の周知 

○ 『適正管理による管理不全な空き家化の予防』に向けた施策 

・空き家問題に対する意識の向上・相談対応 

・地域からの空き家情報提供と所有者等への通知 

・空き家の見守り活動と空き家管理サービスの提供 

○ 『空き家の流通・利活用の促進』に向けた施策 

・空家バンクの充実 

・空き家の活用に係る補助制度の周知 

・空家等活用促進特別区域＊制度の取組 

・空き家を利活用したまちづくり事業の検討 

空家等対策の施策 

○ 『特定空家等がもたらす地域への悪影響の解消』に向けた施策 

・特措法及び空家条例等に基づく措置 

・空き家の除却等に係る補助制度の周知 

・跡地（空き地）の適正管理と幅広い利活用の検討 
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 福崎町の年表（主な出来事） 

年月 内容  年月 内容 

昭和 31 年 

 

 

昭和 32 年 

昭和 33 年 

昭和 35 年 

昭和 36 年 

 

昭和 37 年 

 

昭和 38 年 

 

 

昭和 39 年 

昭和 40 年 

 

昭和 41 年

昭和 42 年 

 

昭和 43 年 

 

昭和 44 年 

昭和 45 年 

 

 

昭和 46 年 

昭和 47 年 

昭和 48 年 

 

 

 

昭和 49 年 

 

昭和 50 年 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 51 年 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 

 

６月 

７月 

6 月 

6 月 

9 月 

9 月 

3 月 

 

4 月 

6 月 

 

6 月 

9 月 

 

3 月 

9 月

12 月 

6 月 

10 月 

2 月 

4 月 

7 月 

10 月 

8 月 

4 月 

4 月 

6 月 

10 月 

 

6 月 

 

3 月 

5 月 

 

10 月 

 

11 月 

 

 

3 月 

4 月 

7 月 

 

9 月 

 

 

 

・田原村、八千種村、旧福崎町の１町 2

村が合併、福崎町誕生 

・初代町長に難波撰治氏就任 

・町章制定 

・福崎町養老院開院 

・２代町長に大野鶴市氏就任 

・八千種中学校校舎新築 

・福崎幼稚園園舎新築 

・名誉町民条例制定 柳田國男先生を

名誉町民に決定 

・町立福崎保育所を開設 

・集中豪雨により北浦谷の中池決壊。

農地、施設に甚大な被害発生 

・３代町長に松岡重夫氏就任 

・台風 23 号と集中豪雨で有史以来の

被害発生 

・月見橋竣工 

・戦没者慰霊塔設立 

・長野橋完成 

・４代町長に中安正行氏就任 

・学校給食共同調理センター完成 

・高岡保育所完成 

・青少年野外活動センター開設 

・福崎町振興計画策定 

・清掃プラント完成 

・文化センター、生活科学センター完成 

・老人憩いの家「文珠荘」完成 

・福崎南保育所完成 

・５代町長に福本善次氏就任 

・播但連絡道路(砥堀～福崎間)開通 

・柳田國男生家移築復元 

・中国縦貫自動車道(西宮北～福崎間)

開通 

・役場新庁舎完成 

・中播衛生センター竣工 

・町民第 1 グラウンド完成 

・中国縦貫自動車道(福崎～落合間)開

通 

・播但連絡道路(福崎～市川間)開通 

・(財)柳田國男・松岡家顕彰会記念館

完成 

・吉識雅夫先生を名誉町民に決定 

・中播消防本部発足 

・香福橋竣工 

・福崎町体育館竣工 

・台風 17 号により甚大な被害 

 

 

 

 昭和 53 年 

 

昭和 54 年 

 

 

 

昭和 55 年 

 

 

 

 

昭和 56 年 

 

昭和 57 年 

 

 

 

昭和 58 年 

 

 

昭和 59 年 

 

 

 

 

昭和 60 年 

 

昭和 62 年 

 

昭和 63 年 

 

平成 2 年 

 

 

 

平成 3 年 

 

 

 

平成 5 年 

平成 6 年 

 

 

 

 

平成 7 年 

 

 

 

1 月 

 

2 月 

4 月 

 

8 月 

4 月 

 

 

11 月 

12 月 

3 月 

6 月 

5 月 

 

9 月 

9 月 

3 月 

11 月 

12 月 

1 月 

 

4 月 

 

8 月 

1 月 

4 月 

5 月 

12 月 

4 月 

 

6 月 

 

9 月 

 

3 月 

 

7 月 

9 月 

5 月 

4 月 

6 月 

11 月 

 

 

1 月 

 

 

 

・雇用促進住宅福崎宿舎完成 

・干ばつにより農作物に被害発生 

・福崎町養護老人ホーム「福寿園」改築 

・コミュニティセンター「サルビア会館」

完成 

・田原小学校校舎改築 

・田原中学校、八千種中学校を統合し

福崎東中学校設置。福崎東中学校校

舎新築 

・福崎小学校校舎増改築 

・中小企業大学校関西校完成 

・福崎工業団地造成工事完成 

・６代町長に松岡秀行氏就任 

・神崎郡歴史民俗資料館完成（旧神崎

郡役所を移築） 

・(財)関西中小企業総合センター完成 

・南部斎場「こうふく苑」竣工 

・街路中島井ノ口線一部開通 

・福崎大橋開通 

・７代町長に福本善次氏就任 

・福崎町新総合計画(サルビアプラン)

策定 

・八千種研修センター「もちの木会館」

完成 

・福崎西中学校移転、新築 

・福崎東部地区ほ場整備事業完了 

・保健センター完成 

・春日山キャンプ場完成 

・８代町長に松岡忠能氏就任 

・農業体験実習館「春日ふれあい会館」

完成 

・(株)もちむぎ食品センター設立（第 3

セクター） 

・台風 19 号と集中豪雨による被害発

生 

・県道三木山崎線バイパス新七種橋完

成・全面開通 

・百歳の森公園竣工 

・八千種小学校校舎完成 

・エルデホール完成 

・高岡小学校校舎完成 

・福崎町第 3 次総合計画策定 

・高岡地区農業集落排水処理施設供用

開始 

・干ばつにより農作物に被害発生 

・もちむぎのやかた完成 
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年月 内容  年月 内容 

平成 7 年 

 

 

 

 

 

平成 8 年 

 

 

平成 9 年 

 

 

 

 

 

平成 10 年 

平成 11 年 

 

 

平成 12 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 13 年 

 

 

平成 14 年 

平成 15 年 

 

 

 

平成 16 年 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年 

 

 

 

1 月 

4 月 

 

6 月 

11 月 

12 月 

3 月 

 

7 月 

4 月 

 

 

 

10 月 

11 月 

3 月 

4 月 

9 月 

 

3 月 

 

 

 

４月 

 

９月 

 

12 月 

 

3 月 

9 月 

 

12 月 

1 月 

 

 

5 月 

3 月 

4 月 

5 月 

8～

10 月 

5 月 

11 月 

1 月 

3 月 

 

7 月 

 

・阪神･淡路大震災が発生 

・鍛冶屋地区農業集落排水処理施設供

用開始 

・老人デイサービスセンター完成 

・福崎企業団地完成 

・９代町長に嶋田正義氏就任 

・くれさかクリーンセンター完成 

・中播衛生センター完成 

・スポーツ公園完成 

・ふくさきふれあいの館「文珠荘」リニ

ューアルオープン 

・余田地区農業集落排水処理施設供用

開始 

・長目コミュニティプラント供用開始 

・福崎町東部工業団地完成 

・播但線電化・高速化開業 

・巡回バス運行開始 

・大貫地区農業集落排水処理施設供用

開始 

・市川河川公園完成 

・防災備蓄倉庫完成 

・養護老人ホーム「福寿園」増改築工事

完成 

・近畿福祉大学（現神戸医療未来大学）

開校 

・田口地区農業集落排水処理施設供用

開始 

・町営住宅田尻団地建替（第１期）工事

完成 

・第２老人デイサービスセンター完成 

・八千種地区農業集落排水処理施設供

用開始 

・田原東部地区ほ場整備事業完了 

・柳田國男生家屋根葺替工事完成 

・町営住宅田尻団地建替（第２期）工事

完成 

・新給食共同調理センター完成 

・福崎町第 4 次総合計画策定 

・辻川山公園完成 

・町道東大貫中島線全線供用開始 

・相次ぐ台風(16・18・21・23 号)に

よる被害発生 

・農産物直売所「旬彩蔵 福崎」オープ

ン 

・大庄屋三木家住宅公有化 

・八千種地区ほ場整備事業完了 

・公共下水道供用開始・町営住宅塚本

団地建替工事完成 

・福崎町立図書館開館 

 

平成 17 年 

 

平成 19 年 

 

平成 21 年 

 

 

 

 

平成 23 年 

平成 24 年 

 

 

平成 25 年 

 

 

 

平成 26 年 

 

 

平成 27 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 

 

 

 

平成３１年 

 

令和元年 

 

 

令和 2 年 

 

 

 

令和 3 年 

 

令和 5 年 

 

令和６年 

 

9 月 

12 月 

3 月 

4 月 

4 月 

 

 

 

 

9 月 

4 月 

 

10 月 

4 月 

 

 

10 月 

8 月 

 

12 月

2 月 

 

3 月 

 

4 月 

 

 

 

 

12 月

2 月 

3 月 

 

 

3 月 

4 月 

6 月 

 

１０月 

4 月 

 

11 月 

 

4 月 

 

3 月 

 

3 月 

6 月 

 

・子育て学習センター移設･拡充 

・福崎町交通広場完成 

・中播消防事務組合解散 

・姫路市へ消防事務を委託 

・福崎保育所、福崎南保育所を統合し、

福崎幼稚園と一体化した福崎幼児園

を設置 

・子育て支援センター設置 

・柳田國男・松岡家記念館開館 

・台風 12 号により甚大な被害 

・田原幼児園及び東部子育て支援セン

ター開園 

・中島井ノ口線全線供用開始 

・福崎東部学童保育園開園（既設の学

童保育園を西部学童保育園に名称変

更） 

・第 1 回柳田國男ふるさと賞決定 

・岩手県遠野市と友好都市提携 

・第 1 回柳田國男検定実施 

・福崎町第 5 次総合計画策定 

・工業団地下水道面整備工事完了（福

崎町公共下水道が概成） 

・長野橋橋側歩道橋完成 

・岸上大作「望郷の丘」完成 

・高岡幼児園開園 

・町内すべての幼児園を幼保連携型認

定こども園に移行 

・町民第3 グラウンド「さるびあドーム」

完成 

・10 代町長に橋本省三氏就任 

・福田水源地整備工事完了 

・田原小学校体育館改築 

・県指定文化財三木家住宅保存修理工

事（１期）完了 

・福崎駅前交通広場完成 

・11 代町長に尾﨑吉晴就任 

・長目コミュニティプラントを公共下水

道へ統合 

・福崎駅前交流広場完成 

・新型コロナウイルス感染症による緊

急事態宣言の発令等 

・NIPPONIA 播磨福崎 蔵書の館オ

ープン 

・姫路市連携コミュニティバス（ふくひ

め号）本格運行開始 

・福崎駅エレベーター供用開始（バリア

フリー化完了） 

・福崎町第 6 次総合計画策定 

・町全域が「空家等活用促進特別区域」

に指定 
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 用語説明 

特にわかりにくいと思われる用語の本計画内での意味を以下に示す。なお、説明中の[  ]は関

連のある条文を示すものとする。 
 

あ行 

■空家活用特区制度 

兵庫県が、空き家の届出制度や規制の合理化を通じて、空き家等の活用を促進することを

目的として設けた制度。2022 年 4 月 1 日に施行された「兵庫県空家等活用促進特別区域の

指定等による空家等の活用の促進に関する条例（空家活用特区条例）」に基づき運用されて

おり、空家等活用促進特別区域に指定された区域内の空き家を対象として、改修費補助等の

財政的支援や各種規制緩和を行う。 

■空家等活用促進特別区域 

空家活用特区制度に基づき、空き家等の活用を特に促進する必要がある区域として、町の

申出により兵庫県が指定する区域。空家等活用促進特別区域に指定されると、空き家の所有

者は町に届出することで、改修費補助等の財政的支援を受けることができる。 

また、市街化調整区域において、線引き前に建築された住宅の除却後の敷地に住宅の新築

が可能になることや、様々な用途への変更が可能になるなどの規制緩和が図られる。 

■アドプト制度 

市民団体や企業などが道路・公園などの公共空間を「わが子」のように見立て、ボランティ

アで清掃・美化活動を行い、行政がその活動を支援する、市民と行政が協働するまちづくり・

環境美化の仕組み。 

■ＳＮＳ 

Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略で、インタ

ーネット上で人々がプロフィールを作成し、友人や趣味の合う人とつながって、文章・写真・動

画などを通じて交流・情報共有できる会員制サービス。 

■ＮＰＯ 

民間非営利組織。特定テーマについて、市民主体の自主的で自由な社会貢献活動を行う、

営利を目的としない民間団体。法人だけでなく任意団体も含んだ概念。 

■エリアメール 

ある地域に存在する携帯電話に災害情報や避難情報などを一斉に配信するサービス。ＮＴ

Ｔドコモは「エリアメール」の名称で、それ以外の事業者は「緊急速報メール」の名称で提供して

いる。 

■屋外広告物 

屋外で常時または一定の期間継続して公衆に表示されるもの。例として立て看板、はり紙、

はり札、広告塔、広告板などがあげられる。［→屋外広告物法第２条］ 

■汚水処理区域 

公共下水道により排除された下水を終末処理場により処理することができる区域。［→下

水道法第２条］ 
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■オープンスペース（ｏｐｅｎ ｓｐａｃｅ） 

公園、広場、河川、湖沼、山林、農地など建物によって覆われていない土地の総称。都市計

画・法律用語としては、「交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま

存続させることを目的に確保した土地」を意味する。 
 

か行 

■開発事業等調整条例 

開発行為や大規模な共同住宅の建築等を行う場合、開発事業の地域住民への周知等の手

続、地域まちづくり計画への配慮等、町との協議の手続、整備すべき施設基準及び都市計画

法に基づく開発許可の技術基準を定める条例。 

■課題地域 

防災再開発促進地区（都市再開発が必要な市街化区域内において、密集市街地内の各街区

について防災街区としての整備を図るため、建築物の共同建替えや道路、公園等の公共施設

の整備を一体的かつ総合的に促進すべき地区）に次いで、優先的に防災性の向上に努める必

要がある地域。 

老朽化した建築物が多く、防災上の課題を抱える市街地において、住民に対する防災・減

災に関する知識の普及や意識の向上を図るとともに、地域住民が主体となって防災性の向上

に取り組むことが求められる。 

■居住誘導区域 

都市再生を図るため、居住を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。 

■銀の馬車道 

明治初期に作られた、生野銀山と飾磨港の約４９ｋｍを南北に結ぶ馬車専用道路で、近代日

本の産業経済の発展をリードする当時の高速道路というべきものであった。 

■区域区分 

区域区分とは、都市計画区域において、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりを

進めるためのもので、市街化区域と市街化調整区域のエリアに区分される。 

■景観農地 

例えば耕作放棄地など、生産の場として本来の意味を失った農地に、景観形成作物を導入

し、農山漁村景観の形成に配慮された農地。 

■減災 

来たる災害時にその被害をできるだけ小さくする取組のこと。防災が被害を出さないこと

を目指す総合的な取組であるのに対して、減災とはあらかじめ被害の発生を想定した上で、

その被害を低減させていこうとするもの。 

■公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下

水道で、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排

除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの。［→下水道法第２条］ 
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■公共交通結節点機能 

電車やバスといった公共交通手段の接続が行われる乗り換え拠点のこと。 

■公共施設等総合管理計画 

各地方公共団体が、厳しい財政状況や人口減少等の状況を踏まえ、公共施設等の全体の状

況を把握し、長期的視点に立って、更新・統廃合、長寿命化など公共施設等の総合的かつ計画

的な管理を行うため、策定する計画。 

■高次都市機能 

都市機能のうち、日常生活の圏域を超えた広域地域を対象とする多くの人々を対象にした、

質の高いサービスを提供する機能。 

■交通政策基本法 

交通政策に関する基本理念と基本事項を定めた法律（平成２５年施行）国や地方公共団体

の責務を明らかにすることにより、交通施策を総合的・計画的に推進し、国民生活の安定向上

と国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 

■交通広場 

道路と鉄道、港湾、空港などに接続して設けられる広場で、主として輻輳
ふくそう

する歩行者、バス、

タクシーなどの交通を適切に処理するためのもの。 

■国勢調査 

日本に住むすべての人と世帯を対象に５年ごとに実施される、国の最も重要な統計調査で、

人口の規模、年齢構成、世帯の実態などを明らかにし、行政施策（選挙区の区割り、地方交付

税など）や企業の経営、研究活動の基礎データとして利用される。 

■固定資産台帳 

事業者が土地・建物・機械などの固定資産や繰延資産を管理するために作成する帳簿。固

定資産の種類別に分類した上で、取得日・取得価額などの明細を記録し、減価償却が必要な

資産に関しては償却額なども記載する。 

■コミュニティバス 

地域住民の多様なニーズにきめ細かに対応する地域密着型のバス。 

■コミュニティプラント 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて市町村が定める一般廃棄物処理計画に

沿って設置され、管きょによって集められたし尿及び生活雑排水を併せて処理する施設。多く

の場合、下水道が普及していない地区の団地で下水道の代替施設となる。 

■コミュニティ防災拠点 

概ね町内会や自治会の単位で設置され、地域住民の自主防災活動や緊急避難地等に活用

される。 
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さ行 

■山地災害対策 

林野庁は山地災害の防止・軽減を図るため、特に山地災害の発生危険度の高い地区を「山

地災害危険地区」として調査把握し、積極的に治山事業を実施するとともに、住民への周知、

警戒避難体制の確立等のソフト対策を推進している。 

■山腹崩壊危険地区 

山腹の崩壊や落石により、災害が発生するおそれがある山腹斜面。 

■市街化調整区域 

都市計画法に基づき、市街化を抑制することを目的として定められる区域。原則として、住

宅や商業施設などの新たな市街地形成を目的とした開発行為は制限され、農地や自然環境

の保全、無秩序な市街化の防止が図られる。［→都市計画法第７条］ 

■自治基本条例 

自治体運営の基本的なルール、住民の権利、まちづくりの方向性等について規定した条

例。 

■住環境整備 

住宅が密集し、不良住宅の密度も高く、公共施設が不足しているなど、住環境を改善する

必要がある地区について、地方公共団体などが事業主体となって住宅事情の改善と住環境

の整備をあわせて行う事業。土地区画整理や再開発のような全面的整備ではなく、不良住宅

の改修、建て替えにあわせて公共施設の整備を行う部分的な修復型の事業である。 

■自由通路 

鉄道駅の構内を横断する通路のうち、鉄道利用者に限らない歩行者（あるいは自転車）が

通行する通路。乗降客が駅の改札から駅前へ速やかに移動でき、また通路を往来する人の流

れが地域経済を活性化する波及効果を生むことが期待される。 

■住民基本台帳 

市区町村がその区域内に住む住民全員の「住民票」をまとめたもので、氏名、生年月日、性

別、住所などを記録した住民に関する公簿。 

■新型コロナウイルス感染症 

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス２（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２）による感染症。令和２年１月３０

日にＷＨＯにより国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）が宣言されたが、令

和５年５月４日に解除された。 

■親水空間 

河川、海岸、池、湖沼などの水辺で水と意図的に親しむ空間。水にふれたり、水中に入った

り、眺めたりすることが容易な水辺空間。 

■シンボルロード（ｓｙｍｂｏｌ ｒｏａｄ） 

町の象徴や中心となる道路や通り。   
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■生活拠点区域 

国土交通省が平成２７年創設した「地方都市リノベーション事業」で、地方都市の既成市街

地等の再構築を図るために定められている区域要件の一つ（設定は任意）。 

中心拠点区域の都市機能を公共交通により活用可能な区域で、公共交通の利用促進にも

つながる。医療施設、商業施設、地域交流センターといった生活拠点誘導施設が整備できる。 

■総合治水条例 

近年の頻発する集中豪雨や局地的大雨に対し、これまでの治水対策だけでは対応が困難な

ことから、兵庫県では平成２４年「総合治水条例」を施行し、「ながす」：河川・下水道対策、「た

める」：流域対策（雨水の流出を抑制）、「そなえる」：減災対策（浸水時の被害を軽減）を組み合

わせた「総合治水対策」を県・市町・県民の連携のもと全県で推進している。 

 

た行 

■田んぼダムセキ板 

田んぼダムとは、大雨の際に水田に雨水をためて下流の急激な増水を防ぐもので、田んぼ

に堰板を取り付けることで、通常よりも水位１０センチ分程度、雨水を多くため、下流域への

流出を緩やかにして洪水被害を防止・軽減させる取組。 

■多自然型護岸整備 

従来のコンクリートで固めるだけの護岸と違い、治水（洪水対策）の安全性を確保しつつ、植

物が育ちやすい環境を作り、魚や昆虫などの生物多様性を豊かにし、美しい自然景観を創出

することを目指す、自然と調和した川づくり（多自然川づくり）の工法。 

■地域公共交通活性化再生法 

地域公共交通の活性化及び再生を一体的かつ効率的に推進するために平成１９年に定めら

れた法律。市町村による地域公共交通総合連携計画の作成及び地域公共交通特定事業の実

施に関する措置並びに新地域旅客運送事業の円滑化を図るための措置について定めてい

る。 

■地域コミュニティ 

地域住民が生活している場所、すなわち消費、生産，労働、教育、衛生・医療、遊び、スポー

ツ、芸能、祭りに関わり合いながら、住民相互の交流が行われている地域社会、あるいはその

ような住民の集団を指す。 

■地区計画 

それぞれの地区の特性を生かした個性的で良好な環境の街区の整備及び保全を図ること

を目的として、一体的な街区について、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、

公園等の整備、建築物の建築等に関し必要な事項を一体的かつ総合的に定めて、それぞれの

区域にふさわしい態様を備えた良好な市街地を形成するための計画制度［→都市計画法第１

２条］ 

■地区計画制度 

良好な環境の形成または保持のため、合理的な土地利用を行うことを目的に、都市計画で

定める制度。建築物の用途、敷地規模、建ペイ率・容積率、高さなどを定めることができる。 
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■中心拠点区域 

国土交通省が平成２７年創設した「地方都市リノベーション事業」において、地方都市の既

成市街地等の再構築を図るために定められている区域要件の一つで、事業活用にあたって設

定が必要とされている区域。 

必要な都市機能を誘導し、まちの活力の維持・増進や、持続可能な都市構造の再構築を積

極的に図るため、地方都市リノベーション推進施設を整備できる区域。 

■中播都市計画区域 

姫路市、たつの市、福崎町、太子町の２市２町により構成される都市計画区域。 

■超高齢社会 

総人口に占める６５歳以上の高齢者人口の割合（高齢化率）が２１％を超えた社会のこと。 

■通過交通 

自動車交通のうち福崎町で生産、消費活動をせずに通過するもの。 

■低未利用地 

市街化区域において、良好な市街地形成の観点からみて、十分に利用されていない野外駐

車場や資材置場等の空地（低利用地）及び工場跡地などの機能停止地（未利用地）のこと。 

■デマンド 

利用者の要求に対応して運行する形態。 

■特定空家等 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（空き家特措法）」に基づき、「倒壊等著しく保安上

危険となるおそれ」「著しく衛生上有害となるおそれ」「著しく景観を損ねている」「その他周辺

の生活環境の保全を図るために放置することが不適切」のいずれかに該当し、自治体が「助

言・指導」「勧告」「命令」などの措置を講じられる状態の空き家等。 

■特別指定区域制度 

平成１４年４月１日に施行された、兵庫県都市計画法施行条例で創設された制度。市街化調

整区域において、住民が地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を住民の創

意を得て策定した場合、その計画に沿った開発行為を認めていく制度。 

この制度を活用すると、集落に１０年以上居住されている方の住宅、人口の減少に対処す

る必要のある集落における新規居住者のための住宅などが新たに認められることになる。 

町や地域のまちづくり団体が住民と協働して、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く

土地利用計画を作成した場合に、町からの申出により県が条例で特別指定区域を指定し、市

街化調整区域の建築許可要件の一部を緩和することにより、計画にそったまちづくりを実現

していくもの。 

■都市機能誘導区域 

「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が作成する、立地適正化計画で定められる区域で、

都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導

すべき区域。   
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■都市計画 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開

発事業に関する計画。農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活と機能

的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利

用が図られるべきことを基本理念としている。［→都市計画法第４条］ 

■都市計画区域 

都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべ

き土地の範囲。［→都市計画法第５条］ 

■都市計画区域マスタープラン 

地域の特性に応じて良好な都市環境を目指すため、市町村を超える広域的見地から、都道

府県が都市計画法に基づいて策定するもので、都市計画の目標や土地利用、主要な都市計画

の決定の方針等を体系的、総合的に示す計画。 

■都市計画決定 

都市計画を一定の手続きにより決定すること。［→都市計画法第１５条］ 

■都市計画道路 

都市計画法に定められた都市施設の一つであり、都市計画によって指定される道路。 

■都市公園 

地方公共団体が都市計画施設として設置する公園緑地、地方公共団体が都市計画区域内

に設置する公園緑地等。［都市公園法第２条］ 

■都市再生特別措置法 

近年における急激な社会情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の

向上を図ることを目的として、都市再生を図るための措置を定め平成１４年に制定された法

律。民間による都市再生事業を推進する各種の優遇措置を講じている。 

■都市施設 

都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するために必要不

可欠な施設の総称で、都市計画において定められるべき施設。［→都市計画法第４条］ 

■土砂流出防備保安林 

樹木の根と地表を覆う落ち葉や下草が、雨などによる表土の浸食、土砂の流出、崩壊によ

る土石流などを防ぐ。 

■土地区画整理 

都市計画区域内の土地において、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土

地の所有者等から土地の一部を提供してもらい（減歩）、それを道路や公園等の新たな公共用

地として活用することにより市街地を整備する事業。［→土地区画整理法第２条］ 

■土地利用基本計画 

総合的かつ計画的な国土の利用を図るための国土利用計画法（昭和４９年）にもとづき、規

定されている制度。都道府県の区域を対象として、当該地域の土地利用に関する諸計画を総

合的に調整する、土地利用に関するマスタープラン。 
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な行 

■南海トラフ地震 

静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖にかけての海底にある「南海トラフ」という溝（プレ

ート境界）で、１００ １５０年周期で繰り返し発生するＭ８～９クラスの大規模地震のこと。フ

ィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことでひずみが蓄積し、それが解放

されることで発生し、発生すると太平洋沿岸に１０ｍを超える大津波が襲来する可能性があり、

最大震度７も想定される。 

■二級河川 

公共の利害に重要な関係があるものに係る県知事が指定した河川。［→河川法第５条］ 

■担い手 

中心となってある事柄を支え、推し進めていく人。 

 

は行 

■花いっぱい運動 

淡路花博の理念を継承し、兵庫県下で花と緑を生かしたまちづくりを県民運動として推進

するため、各種花と緑を生かしたまちづくりへの支援事業や県内各地の活動団体等との連携

を図ることにより、「全県花緑いっぱい運動」として展開している。 

■バリアフリー（Ｂａｒｒｉｅｒ ｆｒｅｅ） 

障がい者や高齢者等の日常生活や社会生活における物理的、心理的、情報に関する障害

（バリア）を取り除いていくこと。 

■播磨国風土記 

奈良時代初期に編さんされた、律令国（当時の地方行政区分）の国情を記した報告書が風

土記と呼ばれており、平安時代末期に書写された写本は国宝に指定されている。 

■播磨圏域連携中枢都市圏 

姫路市を中枢都市とし、周辺の７市８町（相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟

市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町）が連携協約

を結び、人口減少社会の中で地域経済の活性化と持続可能な圏域（地域全体）の維持・発展を

目指すための枠組み。中枢都市の持つ都市機能と周辺市町の連携を強化し、生活関連サービ

ス向上や広域での行政効率化を図ることで、住民が安心して暮らせる活力ある地域づくりを

進めている。 

■福崎町自治基本条例 

平成２５年７月に施行した、自治の基本理念や行政運営の基本原則等を定めるとともに、地

域の課題やまちづくりに関して、誰がどんな役割を担い、どのような方法で取り組んでいくか

を具体的に規定した条例。   
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■福崎町総合戦略 

人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力を維持し、安心して暮らし続けることができ

る地域社会の実現に向けて、地方創生を成し遂げていくための取組について、平成２８年３月

策定された総合戦略。令和７年６月に福崎町総合戦略【第３期】が策定された。 

■ふくさき防災ネット 

携帯電話のメールや、ホームページを利用して、登録者に緊急情報や避難情報などをいち

早く住民に発信するシステム。 

■福祉のまちづくり条例 

高齢者や障がい者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進

するため、兵庫県が平成４年１０月に全国に先駆けて制定したもの。 

■崩壊土砂流出危険地区 

山腹崩壊や地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそ

れがある渓流。山地災害危険地区の一つ。 

■防災農地 

農地を生産面だけでなく、防災面からもとらえ、災害時には緊急避難地、延焼遮断帯、緊急

資材置場、仮設住宅用地、ヘリポート等の防災空間として利用する考え方。 

■防災マップ 

避難するために必要な避難情報などの各種情報を分かりやすく作成した図面。 

■ほ場整備 

農地の区画を大きく整形し、用水路・排水路・農道などを整備することで、大型機械の導入

や作業効率を高め、農業生産性を向上させる事業。 

 

ま行 

■緑の基本計画 

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の通称。［→都市緑地保全法第２条の２］ 

■面的整備 

各々の公共施設を単独で整備するのではなく、土地区画整理事業等により平面的な広がり

をもたせて総合的に整備すること。 

■モニュメント 

記念碑、記念建物、記念館、祈念像、慰霊碑、忠魂碑、忠霊塔など、何かを記念したり称えた

りするために建てられる建造物。 
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や行 

■ユニバーサル社会 

年齢、性別、障がい、文化などの違いにかかわりなくだれもが地域社会の一員として支え合

うなかで安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会。 

■ユニバーサルデザイン 

子供や大人、外国人、障がいを持つ人や高齢者など誰もが使いやすく、利用しやすい製品

や空間（意匠・設計・図案など）、社会の仕組み。 

■用途地域 

都市内の土地の合理的利用を図り、市街地の環境の整備、都市生活の安定、都市機能の向

上を目的として建築物の建築を用途、容積率、建ぺい率及び高さについて規制する制度。１２

種類の用途地域がある。［→都市計画法第８条］ 

都市計画法に基づく地域地区の一つで、土地の合理的利用を図り、市街地の環境の整備、

都市機能の向上を目的として、建築物の建築を用途や容積などにより規制する制度で、住居

系・商業系・工業系の１２種類の用途地域に分類される。 

 

ら行 

■ライフライン（ｌｉｆｅ ｌｉｎｅ） 

人間の生命を支える施設あるいは設備。電気、ガス、上下水道、電話、通信など都市生活や

都市活動を支えるためにはりめぐらされている供給処理、情報通信の施設。 

■立地適正化計画 

都市再生特別措置法にもとづき、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都

市機能を誘導するための施策、公共交通の充実に関する施策等について記載した計画。 

■リノベーション 

既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加

価値を与えること。 

■緑地 

都市公園などに該当する造営物たる緑地だけでなく、社寺境内地などの空地の多い施設、

農耕地、山林、河川、水面などのオープンスペースを含む広義の緑地。 

■連携生活拠点区域 

都市機能立地支援事業において、複数市町村が連携して作成した立地適正化計画に位置

づけられた区域。 

■レンタサイクル 

自転車を短期間有料で貸し出す事業。   
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 都市計画決定状況 

表参考-1 都市計画の現況（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

都市計画の種類及び名称 面積、延長等 備  考 

都市計画区域 
３，７８７ｈａ 都市計画区域外 

７９２ｈａ 

 
市街化区域 ４３０ｈａ  

市街化調整区域 ３，３５７ｈａ  

用途地域（容積率／建ぺい率） 
 市街化区域  

４２５ｈａ 

 

第１種低層住居専用地域（１００／５０） １３ｈａ  

第２種中高層住居専用地域 

（１５０／６０） 

４８ｈａ 
 

第２種中高層住居専用地域 

（２００／６０） 

４７ｈａ 
 

第１種住居地域（２００／６０） ５８ｈａ  

第２種住居地域（２００／６０） ３３ｈａ  

近隣商業地域（２００／８０） １０ｈａ  

準工業地域（２００／６０） ６８ｈａ  

工業専用地域（２００／６０） １５３ｈａ  

道路〈番号〉  計１１，３９０ｍ 

 

西光寺高橋線（３．４．６５１号） ２，６３０（１６）ｍ （ ）は標準幅員 

大門西治線（３．４．２５０号） ３，３４０（１８）ｍ  

福崎駅田原線（３．４．２４号） ８７０（１４）ｍ  

辻川北野線（３．４．６５２号） ５６０（１６）ｍ  

中島井ノ口線（３．４．６５３号） １，９８０（１６）ｍ  

高橋西治線（３．４．２５号） １，８３０（１６）ｍ  

福崎駅前広場（３．４．１７２

号） 
３，８００㎡  

公園〈番号〉   

 福崎町市川河川公園 ２．５２ｈａ 近隣公園 

公共下水道   

 福崎町公共下水道 汚水処理区域 約８１８ｈａ 雨水処理区域 約４２８ｈａ 

汚物処理場   

 中播衛生事務組合し尿処理場 敷地面積 １．３ｈａ 雨水処理区域 約４２８ｈａ 

火葬場   

 姫路福崎斎苑（こうふく苑） 敷地面積 ０．５ｈａ  

地区計画  計１５１．８ｈａ 

 

東部工業団地地区計画 ２７．７ｈａ 工業専用地域 

東部工業団地西地区地区計画 ４．８ｈａ 工業専用地域 

西部工業団地地区計画 １２０．６ｈａ 工業専用地域 

東田原西地区地区計画 ２．５ｈａ 第１種住居地域 

東田原西２地区地区計画 １．０ｈａ 第１種住居地域 
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表参考-2 都市計画決定（変更）の経緯（全体） 

告示年月日 概    要 

昭和４２年９月４日 姫路都市計画区域の変更 

昭和４６年３月１６日 中播都市計画区域の決定 

〃 中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定 

昭和４８年１月２４日 中播都市計画汚物処理場変更 

昭和４８年９月２５日 中播都市計画用途地域の決定 

昭和５１年３月１３日 中播都市計画道路変更〈町決定〉 

昭和５１年３月１６日 中播都市計画道路変更〈県決定〉 

昭和５５年３月１１日 中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定変更 

〃 中播都市計画用途地域の変更 

昭和５６年１１月２７日 中播都市計画道路変更 

〃 中播都市計画道路変更 

〃 中播都市計画道路変更 

昭和５７年１月１８日 中播都市計画火葬場変更 

昭和５８年３月８日 中播都市計画用途地域の変更 

昭和６０年７月１９日 中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〃 中播都市計画用途地域の変更 

昭和６３年６月１７日 中播都市計画用途地域の変更 

平成３年５月１０日 中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

平成６年６月１５日 中播都市計画下水道変更 

平成７年１１月７日 中播都市計画用途地域の変更 

平成９年１月１０日 中播都市計画公園変更 

平成１０年５月２９日 中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〃 中播都市計画用途地域の変更 

〃 中播都市計画地区計画の決定 

平成１３年３月１６日 中播都市計画道路変更〈県決定〉 

〃 中播都市計画道路変更〈町決定〉 

平成１４年１２月１０日 中播都市計画道路変更〈町決定〉 

平成１５年１月６日 中播都市計画用途地域の変更 

平成１５年９月８日 中播都市計画下水道の変更 

平成１６年５月１４日 中播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定 

〃 中播都市計画都市再開発の変更 

〃 中播都市計画防災街区整備方針の変更 

〃 中播都市計画区域区分の変更 

〃 中播都市計画用途地域の変更 

〃 中播都市計画地区計画の決定 

平成１６年６月１１日 特別指定区域の指定（西大貫地区） 

平成１８年３月１０日 中播都市計画下水道の変更 

平成１９年１月９日 特別指定区域の指定（２７地区） 

平成１９年８月１日 中播都市計画地区計画の変更 

平成２１年３月６日 中播都市計画道路変更〈県決定〉 

〃 中播都市計画道路変更〈町決定〉 

平成２２年４月２７日 中播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

〃 中播都市計画都市再開発の方針の変更 

〃 中播都市計画住宅市街地の開発整備の方針の決定 
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告示年月日 概    要 

平成２２年４月２７日 中播都市計画防災街区整備方針の変更 

平成２３年３月１４日 中播都市計画下水道の変更 

平成２７年３月１０日 中播都市計画道路の変更〈県決定〉 

〃 中播都市計画道路の変更〈町決定〉 

平成２７年４月８日 中播都市計画下水道の変更 

平成２８年３月２９日 中播都市計画区域区分の変更 

〃 中播都市計画防災街区整備方針の変更 

〃 中播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

〃 中播都市計画都市再開発の方針の変更 

〃 中播都市計画住宅市街地の開発整備の方針の決定 

〃 中播都市計画用途地域の変更 

平成２８年１０月７日 特別指定区域の指定（変更）（１地区） 

平成２８年１１月１日 特別指定区域の指定（変更）（１０地区） 

平成２８年１２月１３日 中播都市計画地区計画の変更 

平成２８年１２月２６日 中播都市計画下水道排水区域の変更  

〃 中播都市計画道路の変更  

平成３０年３月２７日 中播都市計画用途地域の変更  

平成３０年７月６日 特別指定区域の指定（変更）（７地区） 

平成３０年１０月１２日 特別指定区域の指定（変更）（６地区） 

令和２年４月１日 中播都市計画地区計画の決定 

令和２年６月９日 特別指定区域の変更（１地区） 

令和３年３月３１日 中播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

〃 中播都市計画都市再開発の方針の変更 

〃 中播都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

〃 中播都市計画防災街区整備方針の変更 

〃 中播都市計画区域区分の変更 

〃 中播都市計画地区計画の変更 

〃 中播都市計画用途地域の変更 

令和３年１１月１６日 特別指定区域の変更（１地区） 

令和３年１２月２８日 中播都市計画道路の変更（県決定） 

〃 中播都市計画道路の変更（町決定） 

令和６年８月２０日 中播都市計画下水道の変更  

令和８年４月１日 中播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

〃 中播都市計画区域区分の変更 

〃 中播都市計画都市再開発の方針の変更 

〃 中播都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

〃 中播都市計画防災街区整備方針の変更 
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 都市計画決定（変更）の経緯（種類別） 

●都市計画区域 

昭和４２年９月４日 

県告示第２７９２号 

姫路都市計画区域の変更 

〔福崎町の一部（３，７８７ｈａ）を都市計画区域に指定〕 

昭和４６年３月１６日 

県告示第３６１号の３ 

中播都市計画区域の決定 

〔中播都市計画区域に名称変更〕 

平成１６年５月１４日 

県告示第６４８号 

中播都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定 

〔都市計画法の改正に伴う都市計画マスタープランの決定〕 

 
 

●市街化区域・市街化調整区域 

昭和４６年３月１６日 

県告示第３６１号の６ 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定 

〔市街化区域（３２０ｈａ）・市街化調整区域（３，４６７ｈａ）決定〕 

昭和５５年３月１１日 

県告示第５３７号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定変更 

〔福崎工業団地第４次造成地区の変更、市街化区域面積３５６ｈａ〕 

昭和６０年７月１９日 

県告示第１１４４号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〔福崎工業団地の一部を変更〕 

平成３年５月１０日 

県告示第８３６号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〔山崎地区の一部を変更〕 

平成１０年５月２９日 

県告示第８４８号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〔工業団地３地区（西部の一部、企業団地、東部）、イーストタウン等の変更〕 

平成１６年５月１４日 

県告示第６５２号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〔民間開発業者が開発した区域を市街化区域に編入〕 

平成２８年３月２９日 

県告示第３８５号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

〔南田原（中島井ノ口線境界変更）、西光寺（逆線引）〕 

令和３年３月３１日 

県告示第４２０号 

中播都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 

［東部工業団地拡張区域を市街化区域に編入］ 

 
 

●地域地区 

昭和４８年９月２５日 

県告示第１５４８号 

中播都市計画用途地域の決定 

〔用途地域（３２０ｈａ）決定〕 

昭和５５年３月１１日 

県告示第５３９号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔線引き変更（県告示第３５７号）に伴う変更〕 

昭和５８年３月８日 

県告示第６０５号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔南田原、福崎新の一部を変更〕 

昭和６０年７月１９日 

県告示第１１４８号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔線引き変更（県告示第１１４４号）に伴う変更〕 

昭和６３年６月１７日 

県告示第９４１号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔西田原地区の一部を変更〕 

平成３年５月１０日 

県告示第８３７号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔線引き変更（県告示第８３６号）に伴う変更〕 

平成７年１１月７日 

県告示第１５３４号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔都市計画法及び建築基準法の改正に伴う変更〕 

平成１０年５月２９日 

県告示第８４９号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔線引き変更（県告示第８３８号）に伴う変更〕 

平成１５年１月６日 

福崎町告示第１号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔都市計画法及び建築基準法の改正に伴う変更〕 
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平成１６年５月１４日 

福崎町告示第７３号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔線引き変更（県告示第６５２号）に伴う変更〕 

平成２８年３月２９日 

福崎町告示第５８号 

中播都市計画用途地域の変更 

〔南田原、西光寺の変更〕 

令和３年３月３１日 

福崎町告示第５０号 

中播都市計画用途地域の変更 

［線引き変更（県告示第４２０号）に伴う変更］ （区域区分変更に伴う） 

 

 

●都市施設関係 

(ア)都市計画道路 

昭和５１年３月１３日 

福崎町告示第７号 

中播都市計画道路変更〈町決定〉 

〔辻川田尻線（６９０ｍ）決定〕 

昭和５１年３月１６日 

県告示第５４５号 

中播都市計画道路変更〈県決定〉 

〔西光寺高橋線、大門西治線、大門福田線、中島井ノ口線決定〕 

昭和５６年１１月２７日 

福崎町告示第４６号 

中播都市計画道路変更 

〔辻川田尻線、路線番号変更〕 

昭和５６年１１月２７日 

県告示第３０８３号 

中播都市計画道路変更 

〔福崎駅田原線、高橋山崎線追加、大門福田線延長、路線番号変更〕 

平成１３年３月１６日 

福崎町告示第２３号 

中播都市計画道路変更〈県決定〉 

〔辻川田尻線、車線数の表示・路線番号変更〕 

平成１３年３月１６日 

県告示第４００号 

中播都市計画道路変更〈町決定〉 

〔福崎駅田原線、高橋山崎線、大門西治線、西光寺高橋線、大門福田

線、中島井ノ口線車線数の表示・路線番号変更〕 

平成１４年１２月１０日 

福崎町告示第１０８号 

中播都市計画道路変更〈町決定〉 

〔中島井ノ口線、一部幅員の変更〕 

平成２１年３月６日 

県告示第２４６号 

中播都市計画道路変更〈県決定〉 

〔大門西治線、一部線形・区域の変更〕 

平成２１年３月６日 

県告示第２２号 

中播都市計画道路変更〈町決定〉 

〔辻川田尻線、一部区域の変更〕 

平成２７年３月１０日 

県告示第１５３３号 

中播都市計画道路の変更（県決定） 

〔高橋山崎線 一部区域及び名称の変更→高橋西治線へ〕 

平成２７年３月１０日 

福崎町告示第２２号 

中播都市計画道路の変更〈町決定〉 

〔大門福田線 一部区域の名称変更→辻川北野線へ 

 辻川田尻線の廃止（統合）→辻川田尻線へ〕 

令和３年１２月２８日 

県告示第１３３４号 

中播都市計画道路の変更（県決定） 

［福崎駅田原線 廃止］ 

令和３年１２月２８日 

福崎町告示第１３８号 

中播都市計画道路の変更（町決定） 

［福崎駅田原線 決定、 中島井ノ口線 一部区域の変更］ 

 

(イ)交通広場 

昭和５６年１１月２７日 

県告示第３０８３号 

中播都市計画道路変更 

〔福崎駅前広場（３，８００㎡）決定〕 

平成２８年１２月２６日 

福崎町告示第１７０号 

中播都市計画道路変更 

［福崎駅田原線 駅前広場区域 変更］ 

 

(ウ)公園 

平成９年１月１０日 

福崎町告示第１号 

中播都市計画公園変更 

〔福崎市川河川公園（２．６ｈａ）決定〕 
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(エ)公共下水道 

平成６年６月１５日 

福崎町告示第４４号 

中播都市計画下水道変更 

〔福崎町公共下水道決定〕 

平成１５年９月８日 

福崎町告示第８１号 

中播都市計画下水道の変更 

〔排水区域拡大、下水管渠の変更、処理場区域の縮小等〕 

平成１８年３月１０日 

福崎町告示第３１号 

中播都市計画下水道の変更 

〔排水区域（汚水）拡大、雨水幹線路線変更〕 

平成２７年４月８日 

福崎町告示第７３号 

中播都市計画下水道の変更 

［直谷第１雨水幹線の廃止］ 

平成２８年１２月２６日 

福崎町告示第１６９号 

中播都市計画下水道排水区域の変更 

［工業団地雨水計画決定］ ［長目地区編入］ 

令和６年８月２０日 

福崎町告示第８９号 

中播都市計画下水道の変更 

［排水区域（汚水）の拡大（農業集落排水区域の公共下水道区域への統

合）］ 

 

(オ)汚物処理場 

昭和４８年１月２４日 

福崎町告示第６号 

中播都市計画汚物処理場変更 

〔中播衛生事務組合し尿処理場決定〕 

 

(カ)火葬場 

昭和５７年１月１８日 

福崎町告示第２号 

中播都市計画火葬場変更 

〔神崎郡南部斎苑（こうふく苑）決定〕 

 
 

●地区計画 

平成１０年５月２９日 

福崎町告示第５０号 

中播都市計画地区計画の決定 

〔東部工業団地、西部工業団地、東田原西地区の決定〕 

平成１６年５月１４日 

福崎町告示第７２号 

中播都市計画地区計画の決定 

〔東田原西２地区の決定〕 

平成１９年８月１日 

福崎町告示第１３６号 

中播都市計画地区計画の一部変更（建築物の高さ、限度の変更） 

〔東部工業団地地区〕 

平成２８年１２月３１日 

福崎町告示第１６６－１号 

中播都市計画地区計画の変更  

［東部工業団地地区計画の変更］ ［隣地離隔距離の緩和：隣接地が山

林の場合で町長が認めた場合（別途運用基準あり）］ 

令和２年４月１日 

福崎町告示第５０号 

中播都市計画地区計画の決定 

［大貫地区の決定］ 

令和３年３月３１日 

福崎町告示第４９号 

中播都市計画地区計画の決定 

［大貫地区→東部工業団地西地区］ 

 
 

●特別指定区域 

平成１６年６月１１日 

県告示第７８０号 

特別指定区域の指定 

〔地縁者、新規居住者区域〕 西大貫 

平成１９年１月９日 

県告示第１０号 

特別指定区域の指定 

〔地縁者住宅の区域〕 ２７地区 

平成２８年１０月７日 

県告示第８７５号 

特別指定区域の指定（変更） 

［地域活力再生等区域の決定（区域の変更）西大貫地区：旧新規居住者

住宅区域、旧小規模事業所区域、旧地縁者住宅区域］ 
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平成２８年１１月１日 

県告示第９４１号 

特別指定区域の指定（変更） 

（長目地区、中島地区、西光寺地区、井ノ口地区、小倉地区、鍛治屋地

区、馬田地区、長野地区、神谷地区、高橋地区 計１０地区） 

平成３０年７月６日 

県告示第６５１号 

特別指定区域の指定（変更） 

［地域活力再生等区域の決定（区域の変更）工場、店舗等周辺区域の指

定］ 

平成３０年１０月１２日 

県告示第８８２号 

特別指定区域の指定（変更） ※西大貫地区外５地区 

［地域活力再生等区域の決定（区域の変更） 工場、店舗等周辺区域の

指定 

令和２年６月９日 

県告示第６４３号 

特別指定区域の指定（変更） 

［地域活力再生等区域の変更 南大貫地区：旧新規居住者住宅区域］ 

令和３年１１月１６日 

県告示第２６０号 

特別指定区域の指定（変更） 

［地域活力再生等区域の変更 西治地区：旧新規居住者住宅区域］ 

 
 

●防災街区 

平成１６年５月１４日 

県告示第６５７号 

中播都市計画防災街区整備方針の変更 

〔都市計画法の改正に伴う変更、防災再開発促進地区の指定〕 

令和３年３月３１日 

県告示第４１８号 

中播都市計画防災街区整備方針の変更 

［防災再開発促進地区の指定（変更） 福崎駅前地区約１１ｈａ］ 

令和８年４月１日 

県告示第〇号 

中播都市計画防災街区整備方針の変更 

［防災再開発課題地域の指定 福崎駅前地区約１２．５ｈａ］ 

 
 

*上記内容は次のとおりである。 

告示年月日 

告示番号 

告示の内容 

概要 

 

 


